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 会議・打合せ・視察顛末書 

 記 録 者 石山 駿 

決裁 

市 長 副市長 教育長 部 長 次 長 課 長 課長補佐 
主 査 

係 長 
グループ員 

         

件 名 令和５年第３回龍ケ崎市教育委員会定例会 

年 月 日 令和５年３月２２日（水）午後２時００分～午後３時３０分 

場 所 龍ケ崎市役所５階第１委員会室 

出 席 委 員 大古輝夫教育長，斎藤勝教育長職務代理者，山﨑麻里委員，膳法亜沙子委員 

欠 席 委 員 野中浩委員 

傍 聴 者 なし 

出 席 者 

 教育部長                中村 兼次 
 教育総務課長              名島 正博 
 文化・生涯学習課長           国松 美浩 
 指導課長                本橋 聡 
 教育センター所長            千葉 幸子 
 学校給食センター所長          岩井 務 
 教育総務課長補佐            関ケ原 功 
 教育総務課総務グループ主幹       石山 駿 

議 事 日 程 

１ 開 会 
２ 前回会議録の承認 
３ 教育長報告 
４ 議 事 
  議案第１号 令和５年度龍ケ崎市学校教育指導方針について         
  議案第２号 龍ケ崎市部活動の運営方針の改訂について 
  議案第３号 龍ケ崎市子ども読書活動推進計画(第四次)の策定について 
  議案第４号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
  議案第５号 龍ケ崎市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則につ 
       いて 
  議案第６号 龍ケ崎市放課後子ども教室事業実施要綱の廃止について 
  議案第７号 龍ケ崎市土曜日等の教育支援事業実施要綱の廃止について 
  議案第８号 龍ケ崎市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定す 
       る規則等の一部を改正する規則について 
  議案第９号 龍ケ崎市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令につい 
       て 
  議案第１０号 龍ケ崎市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する龍ケ崎 
        市教育委員会職員及び龍ケ崎市立学校職員対応要領及び龍ケ崎市 
        立学校職員の教員評価及び人事評価に係る評価結果に対する苦情 
        の申出及び対応に関する規程の一部を改正する訓令について 
  議案第１１号 龍ケ崎市教育委員会規則の読点の表記を改める規則について 
  議案第１２号 龍ケ崎市教育委員会訓令の読点の表記を改める訓令について 
  議案第１３号 龍ケ崎市教育委員会告示の読点の表記を改める要綱について 
  議案第１４号 龍ケ崎市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の 
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        一部を改正する規則 
  議案第１５号 龍ケ崎市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部 
        を改正する規則について 
  議案第１６号 学校医の委嘱について 
  報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度龍ケ崎市一般 
       会計補正予算（第１０号）について） 
５ 報告事項 
  （１）令和５年第１回市議会定例会における一般質問答弁状況等について 
６ 閉 会 

 
教 育 長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 
 

教 育 長 
 
 

指 導 課 長 
 

教 育 長 
 
 

（１）開会 
委員の皆様、本日は、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございま

す。 
 本日は追加の議事として、報告第１号を別冊として机の上に配布させていただき
ました。それに伴い、議事日程の差し替え版を配布させていただきましたので、本日
はそちらをご覧いただきたいと思います。 
 本日、野中委員が欠席されております。お時間によっては途中から参加される予
定です。定足数に達しておりますので、令和５年第３回龍ケ崎市教育委員会定例会
を開会いたします。 
  
（２）前回会議録の承認 
 はじめに、２月定例会の会議録の承認を行います。会議録につきましては、原案の
とおりでよろしいでしょうか。 
 

異議なし。 
 
それでは、２月定例会の会議録につきまして、原案のとおり承認いたします。 

 
（３）教育長報告 
続きまして、教育長報告をさせていただきます。 

（茨城県市町村教育長協議会冬期研修会（オンライン）、令和５年第１回市議会定例
会、市立小・中学校卒業式、管内市町村教育委員会教育長会議、臨時校長会、第２次
龍ケ崎市教育プラン（案）のパブリックコメント結果公表、学校事務共同実施協議
会、令和５年度龍ケ崎市奨学生審査会、青少年相談員第６ブロック研修会、令和４年
度第２回文化財巡視報告会、龍ケ崎市読書会連合会結成４５周年記念事業、郡市社
会教育委員研修会、たつのこ図書館来館者１０万人達成記念イベント、サタデース
クール推進事業、電子図書館まつり ２０２３、龍ケ崎教育の日推進事業の入賞作
品紹介、埋蔵文化財関係、教育論文表彰式、令和４年度中学校卒業生対象進路状況調
査、臨時校長会、龍の子支援会議、第５回生徒指導協議会、第２回いじめ問題対策連
絡協議会、夢ひろば修了式・お別れ会） 
 
私からの報告は、以上でございます。委員の皆様方から御質問等がございました

ら、お願いいたします。 
    
 特になし。 
 
（４）議案第１号 令和５年度龍ケ崎市学校教育指導方針について 
 それでは議事に入ります。議案第１号「令和５年度龍ケ崎市学校教育指導方針に
ついて」事務局から説明をお願いします。 

 
（指導課長 議案第１号について説明） 
 

 ただいま、議案第１号について説明がありましたが、これについて御意見等がご
ざいましたら、お願いいたします。 
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全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 
 

指 導 課 長 
 

教 育 長 
 
 

膳 法 委 員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 
 

文化・生涯学習課長 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第１号について、原案のとおり決することに御異
議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第１号については、原案のとおり可決されました。 
 
（５）議案第２号 龍ケ崎市部活動の運営方針の改訂について 
 続いて、議案第２号「龍ケ崎市部活動の運営方針の改訂について」事務局から説明
をお願いします。 

 
（指導課長 議案第２号について説明） 
 

 ただいま、議案第２号について説明がありましたが、これについて御意見等がご
ざいましたら、お願いいたします。 
 
 たくさん直していただいて、ブラッシュアップされて良くなっているなという印
象です。文章の訂正とかではないのですが、例えば７ページに「各部の活動状況の把
握に努める」と書いてありますが、生徒にアンケートとかを取ってかたちに残した
方が、この方針にのっとって取組をしていますという証拠になるのかなと。そのよ
うなことを現場で取り組んでいただけるとより良いのかなと思い重ねて申し上げま
す。 
 ８ページの暑さ指数のところですが、ＷＢＧＴ（暑さ指数）ですと、３１度は絶対
に運動はしてはいけないのですが、２５度からもう運動は危険と言われているので、
そういったところを現場は注意喚起していくことも大事かなと思います。研修とか
でやって分かっていくことかなと思いますが、特に小学生は２５度、２８度で危険
と言われていますので、そういったところも現場では指導していければいいのかな
と思いました。 
 
 ほかにないでしょうか。それでは、採決に移ります。議案第２号について、原案の
とおり決することに御異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第２号については、原案のとおり可決されました。 
 
（６）議案第３号 龍ケ崎市子ども読書活動推進計画（第四次）の策定について 
 続いて、議案第３号「龍ケ崎市子ども読書活動推進計画（第四次）の策定につい
て」事務局から説明をお願いします。 
 

（文化・生涯学習課長 議案第３号について説明） 
 
 ただいま、議案第３号について説明がありましたが、これについて御意見等がご
ざいましたら、お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第３号について、原案のとおり決することに御異
議ありませんか。 
 
 異議なし。 
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教 育 長 
 
 

教 育 長 
 
 

教育総務課長 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 
 

教育総務課長 
 
教 育 長 

 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 

全 委 員 
 

 それでは、議案第３号については、原案のとおり可決されました。 
 
（７）議案第４号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
 続いて、議案第４号「龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について」事
務局から説明をお願いします。 

 
（教育総務課長 議案第４号について説明） 
 

 ただいま、議案第４号について説明がありましたが、これについて御意見等がご
ざいましたら、お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第４号について、原案のとおり決することに御異
議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第４号については、原案のとおり可決されました。 
 
（８）議案第５号 龍ケ崎市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則に
ついて 
  次の議題ですが、議案第５・６・７号については、内容が関連していますので、
一括して説明し、採決は別々に行いたいと思います。それでは、議案第５号「龍ケ崎
市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則について」、議案第６号「龍ケ
崎市放課後子ども教室事業実施要綱の廃止について」、議案第７号「龍ケ崎市土曜日
等の教育支援事業実施要綱の廃止について」事務局から説明をお願いします。 
 

（教育総務課長 議案第５・６・７号について説明） 
 

 ただいま説明がありました３件の議案について御意見等がございましたら、お願
いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第５号について、原案のとおり決することに御異
議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第５号については、原案のとおり可決されました。 
 
（９）議案第６号 龍ケ崎市放課後子ども教室事業実施要綱の廃止について  
 次に、議案第６号について、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第６号については、原案のとおり可決されました。 
 
（１０）議案第７号 龍ケ崎市土曜日等の教育支援事業実施要綱の廃止について 
 次に、議案第７号について、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
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教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 

教育総務課長 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 

教育総務課長 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 

教育総務課長 
 

教 育 長 
 
 

 異議なしと認め、議案第７号については、原案のとおり可決されました。 
 
（１１）議案第８号 龍ケ崎市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指
定する規則等の一部を改正する規則について 
 続いて、議案第８号「龍ケ崎市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を
指定する規則等の一部を改正する規則について」事務局から説明をお願いします。 

 
（教育総務課長 議案第８号について説明） 
 

 ただいま、議案第８号について説明がありましたが、これについて御意見等がご
ざいましたら、お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第８号について、原案のとおり決することに御異
議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第８号については、原案のとおり可決されました。 
 
（１２）議案第９号 龍ケ崎市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令に
ついて 
 続いて、議案第９号「龍ケ崎市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令
について」事務局から説明をお願いします。 
 
    （教育総務課長 議案第９号について説明） 
 
 ただいま、議案第９号について説明がありましたが、これについて御意見等がご
ざいましたら、お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第９号について、原案のとおり決することに御異
議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第９号については、原案のとおり可決されました。 
 
（１３）議案第１０号 龍ケ崎市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する龍
ケ崎市教育委員会職員及び龍ケ崎市立学校職員対応要領及び龍ケ崎市立学校職員の
教員評価及び人事評価に係る評価結果に対する苦情の申出及び対応に関する規程の
一部を改正する訓令について 
 続いて、議案第１０号「龍ケ崎市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する
龍ケ崎市教育委員会職員及び龍ケ崎市立学校職員対応要領及び龍ケ崎市立学校職員
の教員評価及び人事評価に係る評価結果に対する苦情の申出及び対応に関する規程
の一部を改正する訓令について」事務局から説明をお願いします。 
 
    （教育総務課長 議案第１０号について説明） 
 
 ただいま、議案第１０号について説明がありましたが、これについて御意見等が
ございましたら、お願いいたします。 
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全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 
 
 
 

教育総務課長 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 

教育総務課長 

 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第１０号について、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第１０号については、原案のとおり可決されました。 
 
（１４）議案第１１号 龍ケ崎市教育委員会規則の読点の表記を改める規則につい
て 
 次の議題ですが、先ほどと同様、議案第１１・１２・１３号については、内容が関
連していますので、一括して説明し、採決は別々に行いたいと思います。それでは、
議案第１１号「龍ケ崎市教育委員会規則の読点の表記を改める規則について」、議案
第１２号「龍ケ崎市教育委員会訓令の読点の表記を改める訓令について」、議案第１
３号「龍ケ崎市教育委員会告示の読点の表記を改める要綱について」事務局から説
明をお願いします。 
 

（教育総務課長 議案第１１・１２・１３号について説明） 
 

 ただいま説明がありました３件の議案について御意見等がございましたら、お願
いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第１１号について、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第１１号については、原案のとおり可決されました。 
 
（１５）議案第１２号 龍ケ崎市教育委員会訓令の読点の表記を改める訓令につい
て  
 次に、議案第１２号について、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第１２号については、原案のとおり可決されました。 
 
（１６）議案第１３号 龍ケ崎市教育委員会告示の読点の表記を改める要綱につい
て 
 次に、議案第１３号について、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第１３号については、原案のとおり可決されました。 
 
（１７）議案第１４号 龍ケ崎市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規
則の一部を改正する規則 
 続いて、議案第１４号「龍ケ崎市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する
規則の一部を改正する規則」事務局から説明をお願いします。 
 
    （教育総務課長 議案第１４号について説明） 
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教 育 長 

 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 

文化・生涯学習課 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

教 育 長 
 

教育総務課長 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 

 
 ただいま、議案第１４号について説明がありましたが、これについて御意見等が
ございましたら、お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第１４号について、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第１４号については、原案のとおり可決されました。 
 
（１８）議案第１５号 龍ケ崎市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の
一部を改正する規則について 
 続いて、議案第１５号「龍ケ崎市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
の一部を改正する規則について」事務局から説明をお願いします。 
 
    （文化・生涯学習課長 議案第１５号について説明） 
 
 ただいま、議案第１５号について説明がありましたが、これについて御意見等が
ございましたら、お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第１５号について、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第１５号については、原案のとおり可決されました。 
 
（１９）議案第１６号 学校医の委嘱について 
 続いて、議案第１６号「学校医の委嘱について」事務局から説明をお願いします。 
 
    （教育総務課長 議案第１６号について説明） 
 
 ただいま、議案第１６号について説明がありましたが、これについて御意見等が
ございましたら、お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。議案第１６号について、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、議案第１６号については、原案のとおり可決されました。 
 
（２０）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度龍ケ崎市
一般会計補正予算（第１０号）について） 
 続いて、報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（令和４年度龍ケ崎市
一般会計補正予算（第１０号）について）」事務局から説明をお願いします。 
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教 育 部 長 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 

全 委 員 
 

教 育 長 
 
 
 

教 育 長 
 
 

教 育 部 長 
 

教 育 長 
 

事 務 局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教 育 長 
 
 
 

斎 藤 委 員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（教育部長 報告第１号について説明） 
 
 ただいま、報告第１号について説明がありましたが、これについて御質問等がご
ざいましたら、お願いいたします。 
 
 特になし。 
 
 それでは、採決に移ります。報告第１号について、原案のとおり承認することに御
異議ありませんか。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め、報告第１号については、原案のとおり承認されました。 
 
（２１）報告事項１ 令和５年第１回市議会定例会における一般質問答弁状況につ
いて 
 続いて、報告事項に移ります。報告事項１「令和５年第１回市議会定例会における
一般質問答弁状況について」事務局から説明をお願いします。 
 

（教育部長 報告事項１について説明） 
 
 議事につきましては以上です。事務局から連絡事項がございます。お願いします。 
 
 事務局から２点御案内します。まず、入学式関係です。本日の卒業式の御出席あり
がとうございました。引き続き御苦労をおかけしますが、令和５年度の入学式への
出席をよろしくお願いしたいと思います。本日、出席者の一覧表を配布させていた
だきました。それと併せまして、各委員に各学校の入学式の参集時間の資料と祝辞
の例文を配布させていただきましたので、御確認ください。御不明な点があれば事
務局まで御連絡ください。よろしくお願いいたします。 
 続いて、次回以降の会議の日程です。まず、４月の定例会は、４月２６日（水）午
後２時からを予定しています。５月の定例会は、５月２４日（水）午後２時からを予
定しています。事務局からは以上です。 
  
 最後になりますが、皆様御承知のとおり、斎藤勝委員が３月３1日をもって教育委
員を御勇退されることとなりました。 
 ここで、斎藤委員から一言御挨拶を頂きたいと思います。 
 
 今教育長からありましたように、今月をもって退任するかたちをとります。これ
まで教育長さん、教育委員さんにはいろいろ大変お世話になりありがとうございま
した。また教育委員会各課の皆様には常に丁寧に御説明、御報告していただき、資料
も用意していただき、議案や報告事項を解釈するのに大変嬉しかったなというふう
に思っております。 
 私も振り返ると２期半１０年ちょっと超えたぐらいなんですね。当初２期で終わ
る予定でしたが、連合会の話がまわってきて、職務代理者が会長を務めることが通
例であるとのことで、お世話にもなったし引受けざるをえないなということで引受
けました。名刺等も作っていただきましたが、１枚も使いませんでした。全国や関
東、県内の総会とか研修とかは行く機会がなく、すべて書面や事務局にやっていた
だき、外に出ることはありませんでした。無事終わり、ある面でほっとしているとこ
ろです。 
 教育委員になって一番頭に残っているのが、当初委員長は教育委員のなかから互
選で委員長を決めていたんですね。私は委員長をかなりやらせていただいて、ここ
で司会をするのは事務局で原稿を用意してもらえるので難しくはなかったのです
が、一番嫌だったのが、議会に必ず出席させられたことです。普通教育長で済むので
すが、委員長に出席と一般質問の答弁を求められました。一言発言すればそれで終
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教 育 長 
 
 
 
 
 
 

わりですが、一日拘束されるので、開会から閉会まで一言言って後はずっと聞いて
いるだけです。聞いていて楽しいこともあるのですが、そうでないこともいっぱい
あります。これがかなり負担だったなと思い出します。あとは、いろいろな面でいろ
いろなメンバーを知ることができて、大変楽しいかかわりだったなというのはあり
ます。本当に長い間お世話になりまして、今後は一市民として、また、孫もいますの
で、間接的に学校を見守らせていただきますので今後ともよろしくお願いいたしま
す。長い間ありがとうございました。 
 
 ありがとうございました。斎藤委員におかれましては、これまで、当教育委員会に
対しまして、多大なる貢献を頂き、本当にありがとうございます。「今後は一市民と
して」とおっしゃっていましたが、引き続き御指導いただきたいと思いますし、御健
康に留意されお過ごしいただきたいと思います。 
 長きにわたり、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。 
 それでは、以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。お疲れさま
でした。 
 
【議決事項】 

  議案第１号 令和５年度龍ケ崎市学校教育指導方針について         
  議案第２号 龍ケ崎市部活動の運営方針の改訂について 
  議案第３号 龍ケ崎市子ども読書活動推進計画（第四次）の策定について 
  議案第４号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
  議案第５号 龍ケ崎市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則につ 
       いて 
  議案第６号 龍ケ崎市放課後子ども教室事業実施要綱の廃止について 
  議案第７号 龍ケ崎市土曜日等の教育支援事業実施要綱の廃止について 
  議案第８号 龍ケ崎市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定す 
       る規則等の一部を改正する規則について 
  議案第９号 龍ケ崎市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令につい 
       て 
  議案第１０号 龍ケ崎市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する龍ケ崎 
        市教育委員会職員及び龍ケ崎市立学校職員対応要領及び龍ケ崎市 
        立学校職員の教員評価及び人事評価に係る評価結果に対する苦情 
        の申出及び対応に関する規程の一部を改正する訓令について 
  議案第１１号 龍ケ崎市教育委員会規則の読点の表記を改める規則について 
  議案第１２号 龍ケ崎市教育委員会訓令の読点の表記を改める訓令について 
  議案第１３号 龍ケ崎市教育委員会告示の読点の表記を改める要綱について   
 議案第１４号 龍ケ崎市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の 
       一部を改正する規則 
 議案第１５号 龍ケ崎市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一 
       部を改正する規則について 
 議案第１６号 学校医の委嘱について 
 報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度龍ケ崎市一般 
      会計補正予算（第１０号）について） 
 
 
【会議録調製年月日】 
 令和５年４月１７日 
 
【会議録調製者】  
 龍ケ崎市教育委員会事務局 教育総務課 主幹 石山 駿 
 

 龍ケ崎市教育委員会会議規則第１５条及び第１６条の規定により、この会議録を
調製させ、署名する。 
                     教育長  大 古 輝 夫 
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